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六 ヶ 所 廃 棄 物 管 理 施 設 に お け る
新 規 制 基 準 へ の 適 合 性 に つ い て
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事業許可基準規則 第二条 遮蔽等
第三条 閉じ込めの機能
第四条 火災等による損傷の防止
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第十五条 計測制御施設
第十六条 放射線管理施設
第十七条 廃棄施設
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１．事業許可基準規則要求への対応について

事業許可基準規則 条文 分類

第二条 遮蔽等 変更なし

第三条 閉じ込めの機能 変更なし

第四条 火災等による損傷の防止 変更なし

第十条 核燃料物質の臨界防止 変更なし

第十四条 管理施設 変更なし

第十五条 計測制御系統施設 変更なし

第十六条 放射線管理施設 変更なし

第十七条 廃棄施設 変更なし

 「変更なし」として分類した条文については、廃棄物管理施設の設計変更を
行うことなく安全要求事項を満足していることを確認した。

整理した結果を添付資料１～８に示す。
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六 ヶ 所 廃 棄 物 管 理 施 設 に お け る 
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安全審査 整理資料 

第２条：遮蔽等 

添付資料１ 
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改正来歴 

改正

番号 
改正年月日 改正箇所 

0 令和元年 11 月 29 日 － 

1 令和２年１月 24 日 要求事項の整理 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

遮蔽等について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針

の比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，

事業許可基準規則第２条において追加された又は明確化された

要求事項を整理する。（第１表） 
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第１表 事業許可基準規則第２条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／６） 

事業許可基準規則 

第２条（遮蔽等） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

第二条 廃棄物管理施設は、当該廃棄物

管理施設からの直接線及びスカイシャ

イン線による事業所周辺の線量を十分

に低減できるよう、遮蔽その他適切な措

置を講じたものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「線量を十分に低

減できるよう、遮蔽その他適切な措置

を講じたもの」とは、以下の設計をい

う。 

一 事業所周辺においては、法令に定め

る線量限度を超える被ばくを与えな

い設計であるとともに、As Low As 

Reasonably chievable(ALARA)の考え

方の下、合理的に達成できる限り放射

線被ばくを低減する設計であること。

（指針５） 

１ 再処理施設からの直接ガンマ線

及びスカイシャインガンマ線によ

る一般公衆の線量が十分に低くな

るように、再処理施設に適切な遮

蔽を設けること。 

（解説） 

１．直接ガンマ線及びスカイシャイ

ンガンマ線による一般公衆の線量

が「十分に低い」とは、平常運転

時においては、合理的に達成でき

る限り低いことを、設計基準事象

を想定した場合においては、一般

公衆に対して著しい放射線被ばく

のリスクを与えないことをいう。

変更無し 
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第１表 事業許可基準規則第２条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／６）

事業許可基準規則

第２条（遮蔽等）
再処理施設安全審査指針 備 考

（解釈）つづき 

二 事業所周辺においては、平常時にお

ける廃棄物管理施設からの直接線及

びスカイシャイン線により公衆の受

ける線量が、第１７条第１項の放射性

物質により公衆の受ける線量を含め、

法令に定める線量限度を超えないこ

とはもとより、ALARA の考え方の下、

合理的に達成できる限り十分に低い

ものであること（「発電用軽水型原子

炉施設の安全審査における一般公衆

の線量評価について」（平成元年３月

２７日原子力安全委員会了承）を参考

に、実効線量で５０マイクロシーベル

ト／年以下を達成できること。）。

前記のとおり
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第１表 事業許可基準規則第２条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／６）

事業許可基準規則

第２条（遮蔽等）
再処理施設安全審査指針 備 考

２ 廃棄物管理施設は、放射線障害を防

止する必要がある場合には、管理区域

その他事業所内の人が立ち入る場所

における線量を低減できるよう、遮蔽

その他適切な措置を講じたものでな

ければならない。 

（解釈） 

２ 第２項に規定する「線量を低減でき

る」とは、次のことをいう。 

一 管理区域においては、放射線業務従

事者の受ける線量が、放射線業務従事

者の線量限度を超えないものである

こと。 

二 管理区域以外の人が立ち入る場所

に滞在する者の線量が公衆の線量限

度以下になるようにすること。 

（指針５） 

２ 放射線業務従事者が立ち入る

場所については、遮蔽設計の基準

となる線量率を施設内の区分に

応じ適切に定めること。また、開

口部又は配管等の貫通部がある

ものに対しては、必要に応じ、放

射線漏洩防止措置が講じられて

いること。

（解説） 

２．遮蔽設計の基準となる線量率は、

放射線業務従事者の立入時間等を

考慮して適切に定めること。この

際、放射線業務従事者の線量の低

減にも留意する必要がある。 

変更無し
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第１表 事業許可基準規則第２条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／６） 

事業許可基準規則 

第２条（遮蔽等） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

３  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に つ い て は 、

ALARA の考え方の下、放射線業務従事

者の作業性等を考慮して、遮蔽、機器

の配置、遠隔操作、放射性物質の漏え

い防止、換気等、所要の放射線防護上

の措置を講じた設計がなされている

こと。また、放射性物質を搬送する際

に、放射線業務従事者が必要な操作を

行うことができるように、放射線防護

上の措置が講じられていること。 

（指針５） 

３ 遮蔽設計に当たっては、遮蔽計

算に用いられる線源、遮蔽体の形

状及び材質、計算誤差等を考慮し、

十分な安全裕度を見込むこと。 

（指針４） 

再処理施設は、以下の対策を講ず

ることにより、放射性物質を限定さ

れた区域に閉じ込める機能を有する

設計であること。 

１ 放射性物質を収納する系統及び

機器は、放射性物質が漏洩し難い

構造であること。また、使用する

化学薬品等に対して適切な腐食対

策が講じられていること。 

変更無し 
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第１表 事業許可基準規則第２条と再処理施設安全審査指針 比較表（５／６）

事業許可基準規則

第２条（遮蔽等）
再処理施設安全審査指針 備 考

２ プルトニウムを含む溶液、粉末

及び高レベル放射性液体廃棄物を

内蔵する系統及び機器は、原則と

して、セル等に収納されること。

セル等は、液体状の放射性物質が

漏洩した場合に、その漏洩を検知

し、漏洩の拡大を防止するととも

に漏洩した放射性物質を安全に移

送及び処理することができる設計

であること。

３ プルトニウムを含む溶液及び高

レベル放射性液体廃棄物を内蔵す

る系統及び機器、ウランを非密封

で大量に取り扱う系統及び機器、

セル等並びにこれらを収納する構

築物は、以下の事項を満足する換

気系統を有すること。

前記のとおり
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第１表 事業許可基準規則第２条と再処理施設安全審査指針 比較表（６／６）

事業許可基準規則

第２条（遮蔽等）
再処理施設安全審査指針 備 考

（指針 18）

 再処理施設においては、他の指針

に述べる各種の安全対策の他、従事

者による適切な事故対策が可能とな

るよう、事故時に対応した以下の対

策が講じられていること。 

１ 制御室等は、事故時にも、従事

者が接近し又は留まり、事故対策

操作が可能であるように、不燃設

計、換気設計、遮蔽設計等がなさ

れているとともに、主要な警報系

統を含む計測系統及び通信系統が

設けられていること。 

前記のとおり
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

廃棄物管理施設について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針と

の比較及び当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績により，事業許可基準

規則第 3条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。 

（第１表 事業許可基準規則第 3条と再処理施設安全審査指針 比較表） 
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第１表 事業許可基準規則第3条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／４） 

事業許可基準規則 

第3条（閉じ込めの機能） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定さ

れた区域に適切に閉じ込めることができるも

のでなければならない。 

【規則の解釈】 

１ 第３条に規定する「限定された区域」と

は、放射性物質を取り扱う区域、室等をい

う。 

２ 第３条に規定する「限定された区域に適切

に閉じ込めることができるもの」とは、以

下の設計をいう。 

一 放射性物質を収納する系統及び機器

は、放射性物質の漏えいの防止を考慮

した設計であること。 

指針４．閉じ込めの機能 

再処理施設は、以下の対策を講ずることによ

り、放射性物質を限定された区域に閉じ込める

機能を有する設計であること。 

１．放射性物質を収納する系統及び機器は、放

射性物質が漏洩し難い構造であること。ま

た、使用する化学薬品等に対して適切な腐

食対策が講じられていること。 

１．放射性物質を収納する系統及び機器は、放

射性物質が漏洩し難い構造であること。ま

た、使用する化学薬品等に対して適切な腐

食対策が講じられていること。 

変更無し 
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第１表 事業許可基準規則第3条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／４） 

事業許可基準規則 

第3条（閉じ込めの機能） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 放射性物質による汚染の発生のおそれの

ある室は、その内部を負圧状態に維持し

得ることが可能な設計であること。 

３．プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射

性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器、ウラン

を非密封で大量に取り扱う系統及び機器、セル

等並びにこれらを収納する構築物は、以下の事

項を満足する換気系統を有すること。 

(1) 換気系統は、放射性物質が漏洩し難く、

かつ逆流し難い構造であること。

(2) 換気系統により、プルトニウムを含む溶

液及び高レベル放射性液体廃棄物を内蔵

する系統及び機器、ウランを非密封で大

量に取り扱う系統及び機器、セル等並び

にこれらを収納する構築物は、原則とし

て、常時負圧に保たれていること。ま

た、それぞれの気圧は、原則として、構

築物、セル等、系統及び機器の順に低く

すること。

(3) 換気系統には、フィルタ、洗浄塔等の放

射性物質を除去するための系統及び機器

が適切に設けられていること。

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第3条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／４） 

事業許可基準規則 

第3条（閉じ込めの機能） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

三 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備

が設置される施設（液体状の放射性廃

棄物の漏えいが拡大するおそれがある

部分に限る。）内部の床面及び壁面

は、液体状の放射性廃棄物の漏えいの

防止を考慮した設計であること。 

２．プルトニウムを含む溶液、粉末及び高レベ

ル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機

器は、原則として、セル等に収納されるこ

と。セル等は、液体状の放射性物質が漏洩

した場合に、その漏洩を検知し、漏洩の拡

大を防止するとともに漏洩した放射性物質

を安全に移送及び処理することができる設

計であること。

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第3条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／４） 

事業許可基準規則 

第3条（閉じ込めの機能） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

四 放射性廃棄物を搬送する設備は、放射

性廃棄物の落下等の防止を考慮した設

計であること。 

指針 17.放射性物質の移動に対する考慮 

再処理施設においては、放射性物質の工程内

及び工程間の移動に対して、移動する放射性物

質の形態、形状に応じて漏洩防止、臨界防止、

放射線遮蔽のための措置等適切な対策が講じら

れていること。 

前記のとおり 

五 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物の破

砕、圧縮、焼却、固化等の処理過程に

おける散逸等の防止を考慮した設計で

あること。 

指針４．閉じ込めの機能 

再処理施設は、以下の対策を講ずることによ

り、放射性物質を限定された区域に閉じ込める

機能を有する設計であること。 

１．放射性物質を収納する系統及び機器は、放

射性物質が漏洩し難い構造であること。ま

た、使用する化学薬品等に対して適切な腐

食対策が講じられていること。 

前記のとおり 

３ 上記２の三の「液体状の放射性廃棄物の漏

えいの防止を考慮した設計」については、

「放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に

当たり考慮すべき事項ないしは基本的な考

え方」（昭和５６年９月２８日原子力安全

委員会決定）を参考にすること。 

２．プルトニウムを含む溶液、粉末及び高レベ

ル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機

器は、原則として、セル等に収納されるこ

と。セル等は、液体状の放射性物質が漏洩

した場合に、その漏洩を検知し、漏洩の拡

大を防止するとともに漏洩した放射性物質

を安全に移送及び処理することができる設

計であること。 

前記のとおり 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

廃棄物管理施設について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針と

の比較及び当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績により，事業許可基準

規則第４条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。 

（第 1 表 事業許可基準規則第４条と再処理施設安全審査指針 比較表） 
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第１表 事業許可基準規則第４条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／２） 

事業許可基準規則 

第４条（火災等による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該

廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよ

う、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措

置を講じたものでなければならない。 

一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び

消火すること。 

三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

指針 15．火災・爆発に対する考慮 

１．再処理施設における安全上重要な施設は、

可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用す

る設計であること。 

２．再処理施設において可燃性若しくは熱的に

不安定な物質を使用するか又は生成する系

統及び機器は、火災・爆発の発生を防止す

るため、着火源の排除、異常な温度上昇の

防止対策、可燃性物質の漏洩防止対策、混

入防止対策等適切な対策が講じられる設計

であるとともに、適切な熱及び化学的制限

値が設けられていること。 

３．火災の拡大を防止するために、適切な検

知、警報系統及び消火設備が設けられてい

るとともに、火災による影響の軽減のため

に適切な対策が講じられる設計であるこ

と。 

４．火災・爆発の発生を想定しても、閉じ込め

の機能が適切に維持できる設計であるこ

と。 

変更無し 
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第１表 事業許可基準規則第４条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／２） 

事業許可基準規則 

第４条（火災等による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

１ 第４条の規定の適用に当たっては、以下の

措置を適切に組み合わせたものであるこ

と。 

一 廃棄物管理施設は、実用上可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する設計であるこ

と。 

 

二 廃棄物管理施設において可燃性物質を使用

する場合は、火災及び爆発の発生を防止す

るため、着火源の排除、異常な温度上昇の

防止対策、可燃性物質の漏えい防止及び漏

れ込み防止対策等の措置を講じた設計であ

ること。 

 

 

三 廃棄物管理施設は、火災及び爆発の拡大を

防止するために、火災及び爆発を検知する

ための設備、警報設備、消火設備等が設け

られているとともに、火災及び爆発の発生

による影響低減のための措置を講じた設計

であること。 

指針 15．火災・爆発に対する考慮 

 

 

 

１．再処理施設における安全上重要な施設は、

可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用す

る設計であること。 

 

２．再処理施設において可燃性若しくは熱的に

不安定な物質を使用するか又は生成する系

統及び機器は、火災・爆発の発生を防止す

るため、着火源の排除、異常な温度上昇の

防止対策、可燃性物質の漏洩防止対策、混

入防止対策等適切な対策が講じられる設計

であるとともに、適切な熱及び化学的制限

値が設けられていること。 

３．火災の拡大を防止するために、適切な検

知、警報系統及び消火設備が設けられてい

るとともに、火災による影響の軽減のため

に適切な対策が講じられる設計であるこ

と。 

前記のとおり 

36



1-4

１．２ 要求事項に対する適合性 

(1)火災及び爆発の防止に関する構造

廃棄物管理施設は，火災により安全性が損なわれないよう次の方針を適切

に組み合わせた措置を講じて火災の防止のための設計を行う。また，安全上

重要な施設については，上記の措置の充足性を踏まえて，火災が発生した際

に安全上重要な施設へ影響を与えるおそれのある場合は，安全上重要な施設

に対する影響を評価し，安全性を損なわない設計とする。また，廃棄物管理

施設では爆発性の物質を取り扱うことがないため，爆発の防止に関する設計

上の考慮は必要ない。 

(ⅰ)火災の発生防止に係る設計方針 

廃棄物管理施設において火災の発生を防止するため，以下の対策を講

ずる。 

(ａ)廃棄物管理施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する

設計とする。クレーン等に使用する潤滑油やグリス等の油脂類，

電気盤等に使用する樹脂製部品やケーブル等において，不燃性又

は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，それに起因する火災

が発生した場合においても，近傍の安全上重要な施設における火

災の発生を防止するため，必要に応じて金属材料で覆う，離隔距

離を確保する等の措置を講ずる設計とする。また，安全上重要な

施設のうち，機器及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，不

燃性材料である金属又はコンクリートを使用する設計とする。 

(ｂ)火災の発生を防止するために，着火源の排除，引火性物質の漏え

いの防止及び拡大防止，耐火壁，隔壁，離隔距離による配置上の

考慮，換気及び消防法に準拠した貯蔵の対策の組合せにより，引

火性物質による火災発生防止対策を講ずる設計とする。 
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(ｃ)想定される自然現象のうち，風（台風），竜巻及び森林火災につい

ては，防護対策を講ずることで火災の発生を防止すること並びに

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象，塩害及び火山の

影響については，発火源となり得る事象ではないことを踏まえ，

廃棄物管理施設で火災を発生させ得る事象として，地震及び落雷

を選定する。これらの事象に対する火災の発生防止対策として，

落雷については，避雷設備を設置して安全性を損なわない設計と

し，地震については，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用

した場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの

破壊又は倒壊による火災の発生を防止する設計とする。 

(ⅱ)火災の早期感知及び消火に係る設計方針 

廃棄物管理施設において火災発生時の早期感知及び速やかな消火がで

きるよう，以下の対策を講ずる。 

(ａ)自動火災報知設備を設置し，制御室及び現場に警報を発する設計

とする。 

(ｂ)火災感知器の仕様は，温度，湿度，空気流等の環境条件及び火災

の性質を考慮して選定する。設置位置，蒸気等への考慮及び周囲

温度を踏まえた熱感知器作動温度の設定により，誤作動を防止す

る設計とする。 

(ｃ)火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する

設計とする。 

(ｄ)火災感知器は，蓄電池により外部電源喪失時にも火災の感知が可

能な設計とする。 

(ｅ)建屋外には，建屋内及び建屋周辺の火災を消火できるよう，消火

栓及び防火水槽を設置する設計とする。 
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(ⅲ)火災の影響軽減に係る設計方針 

廃棄物管理施設において，火災により安全性を損なわないよう，当該

設備が有する安全機能の重要度に応じて，以下の対策を講ずる。 

(ａ)燃料油などの多量の可燃性物質を貯蔵する区域は，必要な耐火能

力を有する耐火壁（耐火シール，防火戸及び防火ダンパを含む）

によって他の区域と分離することにより，火災の影響を軽減でき

る設計とする。 

(ｂ)廃棄物管理施設内で火災が発生した場合の安全上重要な施設に対

する影響を評価し，安全性を損なわないことを確認する。評価は

安全上重要な施設の周囲の可燃性物質の有無及び安全上重要な施

設と火災源との距離を踏まえ，より詳細な評価が必要となる場合

は，より厳しい条件を設定した上で実施するものとする。 

(ⅳ)火災防護計画を策定するための方針 

廃棄物管理施設全体を対象とした以下の内容を含めた火災防護計画を

定める。 

(ａ)火災発生防止対策，消火設備の選定方針，設置目的及び運用方法

並びに廃棄物管理施設内に持ち込む可燃性物質の数量及び管理方

法 

(ｂ)自動火災報知装置及び消火活動を実施するための消火設備の設置 

(ｃ)火災防護に必要な設備の維持管理に係る体制及び手順 

(ｄ)初期消火活動及びその後の消火活動に係る体制並びに火災時の装

備，出入り管理方法，避難対応及び負傷者の搬出方法 

(ｅ)計画を遂行するための体制の整備（責任の所在，責任者の権限，体

制の運営管理，必要な要員の確保に係る事項を含む）並びに教育

及び訓練内容 
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１．３ 規則への適合性 

（火災等による損傷の防止） 

第四条  廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安

全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講

じたものでなければならない。 

一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。 

三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

適合のための設計方針 

廃棄物管理施設は、火災により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれな

いよう、必要に応じて、以下の措置を講ずる。 

(1) 廃棄物管理施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。クレーン等に使用する潤滑油やグリス等の油脂類，電気盤等

に使用する樹脂製部品やケーブル等において，不燃性又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，それに起因する火災が発生した場合に

おいても，近傍の安全上重要な施設における火災の発生を防止するた

め，必要に応じて金属材料で覆う，離隔距離を確保する等の措置を講

ずる設計とする。

(2) 廃棄物管理施設のうち可燃性物質を使用する設備及び機器は，火災の

発生を防止するため，静電気の発生のおそれのある設備及び機器の接

地による着火源の排除及び堰の設置による引火性物質の漏えいの防止

対策を講ずる設計とする。

(3) 廃棄物管理施設は，火災の拡大を防止するために，自動火災報知設備

及び消火設備を設けるとともに，火災による影響の軽減のために防火
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区画を設定し，消火設備との組合せにより延焼を防止する設計とする

とともに，廃棄物管理施設内の火災について安全上重要な施設に対す

る影響を評価し，安全性を損なわないことを確認する。また，廃棄物

管理施設の安全性を損なわないように可燃物を管理する手順を火災防

護計画にて整備するとともに，火災防護計画に基づいた消火活動を行

うものとする。 
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２．設計の基本方針 

２．１ 火災の発生防止に係る設計方針 

廃棄物管理施設において火災の発生を防止するため，以下の対策を講ずる。 

(1) 廃棄物管理施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。クレーン等に使用する潤滑油やグリス等の油脂類，電気盤等に

使用する樹脂製部品やケーブル等において，不燃性又は難燃性材料の使

用が技術上困難な場合は，それに起因する火災が発生した場合において

も，近傍の安全上重要な施設における火災の発生を防止するため，必要

に応じて金属材料で覆う，離隔距離を確保する等の措置を講ずる設計と

する。また，安全上重要な施設のうち，機器及びこれらの支持構造物の

主要な構造材は，不燃材料である金属材料又はコンクリートを使用する

設計とする。 

(2) 火災の発生を防止するために，静電気の発生のおそれのある設備及び

機器の接地による着火源の排除，堰の設置による引火性物質の漏えいの

防止及び拡大防止，耐火壁，隔壁，離隔距離による配置上の考慮，換気

及び消防法に準拠した貯蔵の対策の組合せにより，引火性物質による火

災発生防止対策を講ずる設計とする。 

(3) 想定される自然現象のうち，風（台風），竜巻及び森林火災について

は，防護対策を講ずることで火災の発生を防止すること並びに津波，凍

結，高温，降水，積雪，生物学的事象，塩害及び火山の影響については，

発火源となり得る事象ではないことを踏まえ，廃棄物管理施設で火災を

発生させ得る事象として，地震及び落雷を選定する。これらの事象に対

する火災の発生防止対策として，地震については，耐震設計上の重要度

に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に

設置し，自らの破壊又は倒壊による火災の発生を防止する設計とし，落
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雷については，避雷設備を設置して安全性を損なわない設計とする。 

【補足説明資料2-1】 

２．２ 火災の早期感知及び消火に係る設計方針 

廃棄物管理施設において火災発生時の早期感知及び速やかな消火ができる

よう，以下の対策を講ずる。 

(1) 自動火災報知設備を設置し，制御室及び現場に警報を発する設計とす

る。

(2) 火災感知器の仕様は，温度，湿度，空気流等の環境条件及び火災の性

質を考慮して選定する。設置位置，蒸気等への考慮及び周囲温度を踏ま

えた熱感知器作動温度の設定により，誤作動を防止する設計とする。

(3) 火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計

とする。

(4) 火災感知器は，蓄電池により外部電源喪失時にも火災の感知が可能な

設計とする。

(5) 建屋外には，建屋内及び建屋周辺の火災を消火できるよう，消火栓及

び防火水槽を設置する。また，火災発生時に従事者が円滑に消火活動を

実施するため，防火服及び空気呼吸器を備える。

【補足説明資料2-1】 

２．３ 火災の影響軽減に係る設計方針 

廃棄物管理施設において，火災により安全性を損なわないよう，当該設備

が有する安全機能の重要度に応じて，以下の対策を講ずる。 

(1) 燃料油などの多量の可燃性物質を貯蔵する区域は，必要な耐火能力を

有する耐火壁によって他の区域と分離することにより，火災の影響を軽
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減できる設計とする。耐火壁の貫通部には耐火シールを施すとともに，

耐火壁の開口部には防火戸及び防火ダンパを設ける設計とする。 

(2) 廃棄物管理施設内で火災が発生した場合の安全上重要な施設に対する

影響を評価し，安全性を損なわないことを確認する。評価は安全上重要

な施設の周囲の可燃性物質の有無及び安全上重要な施設と火災源との距

離を踏まえ，より詳細な評価が必要となる場合は，より厳しい条件を設

定した上で実施するものとする。評価の一部には，「原子力発電所の内

部火災影響評価ガイド」（平成25年６月19日 原規技発第13061914号

原子力規制委員会決定）を参考に，Ｆｉｒｅ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｔｏ

ｏｌｓ（以下「ＦＤＴｓ」という。）の評価式を用いる。

(3) 安全上重要な施設が廃棄物管理施設内の火災により安全性を損なわな

いことについて，以下のとおり確認する。

a. 火災影響評価対象

廃棄物管理施設における安全機能を有する施設のうち，安全上重要

な施設とする。

【補足説明資料2-2】 

b. 安全上重要な施設へ影響を与えるおそれのある場所の特定

廃棄物管理施設内に存在する可燃性物質の状況，場所の特性等を踏

まえ，以下の観点で場所の対策の充足性を確認し，安全上重要な施

設へ影響を与えるおそれのある場所を特定する。

(a) 可燃性物質の有無と可燃性物質の管理。

(b) 人の入域がある等の理由による火災発生のおそれの有無。

(c) 自動火災報知設備及び消火設備の設置の有無。

(d) 自動火災報知設備及び消火設備が設置できない場所の代替手段

の有無。
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(e) 安全上重要な施設が設置されている，若しくは隣接している。

【補足説明資料2-3】 

ｃ．想定火災 

安全上重要な施設の周囲に存在する可燃性物質について，対象物，

設置状況及び設置場所に係る火災対策の状況等を考慮して，安全上

重要な施設に最も影響を与えるおそれのある火災を選定する。 

(a) 収納管及び通風管

収納管及び通風管を設置する貯蔵ピット内には可燃性物質がな

く，かつ収納管及び通風管が不燃性材料で構成されているため，

火災の発生のおそれはない。

(b) 貯蔵区域しゃへい及びガラス固化体検査室しゃへい

貯蔵区域しゃへい及びガラス固化体検査室しゃへいに対して，

発熱速度と火災継続時間との関係から，最も厳しい条件となる

ガラス固化体検査室天井クレーン，ガラス固化体検査室補助ク

レーン及びガラス固化体検査装置（以下「クレーン類」とい

う。）の油脂類による火災を想定し，遮蔽機能に影響を与えな

いことを確認する。 

【補足説明資料2-4】 

(c) 貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器

貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器に対して，発熱速度

と距離との関係から，最も厳しい条件となる貯蔵建屋床面走行

クレーンの油脂類による火災を想定し，遮蔽機能に影響を与え

ないことを確認する。 

【補足説明資料2-1】，【補足説明資料2-5】 
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２．４ 火災防護計画について 

火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの

深層防護の概念に基づく火災防護計画について策定し，必要なものを以下に

示す。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者

の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練を実施するために

必要な手順について定める。 

(1) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順をあらか

じめ整備し，的確に行う。

ａ．廃棄物管理施設の制御室に設置する消防用設備の表示装置及び操作

装置にて，施設内で火災が発生していないこと及び自動火災報知設

備に異常がないことを確認する。 

ｂ．消火設備の故障警報が発報した場合には，廃棄物管理施設の制御室

で警報を確認するとともに，消火設備が故障している場合には，早

期に必要な修理を行う。 

(2) 消火設備のうち，ガス消火設備を設置する区域における火災発生時の

対応においては，以下の手順をあらかじめ整備し，的確に操作を行う。

ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，消火活動を行う。

ｂ．消火活動が困難な場合は，運転員の退避を確認後，ガス消火設備を

手動操作により動作させ，動作状況，消火状況の確認及び運転状況

の確認を行う。 

(3) 自動火災報知設備の故障その他の異常により監視ができない状況とな

った場合は，現場確認を行い，火災の有無を確認する。

(4) 消火活動においては，あらかじめ手順を整備し，火災発生現場の確認，

通報連絡及び消火活動を実施するとともに消火状況の確認及び運転状況

の確認を行う。
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(5) 火災の発生の可能性を低減するために，廃棄物管理施設における試験，

検査，保守又は修理で使用する資機材（可燃性物質）に対する持込みと

保管に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。

(6) 廃棄物管理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を一時的に集積・

保管する必要がある場合，火災の発生及び延焼を防止するため，金属製

の容器への収納又は不燃性材料による養生及び保管に係る手順をあらか

じめ整備し，的確に実施する。

(7) 火災の発生を防止するために，廃棄物管理施設における火気作業に対

する以下の手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。

ａ．火気作業前の計画策定

ｂ．火気作業時の養生，消火器の配備及び監視人の配置

(8) 火災の発生を防止するために，化学薬品の取扱い及び保管に係る手順

をあらかじめ整備し，的確に実施する。

(9) 火災防護に必要な設備は，機能を維持するため，適切に保守管理及び

点検を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。

(10) 火災時の消火活動に必要となる防火服及び空気呼吸器の点検並びに配

備に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

(11) 運転員に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の

影響軽減に関する教育を定期的に実施する。 

(12) 要員による消防訓練，消火班による総合的な訓練及び運転員による消

火活動の訓練を定期的に実施する。 
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補足説明資料2- 2 (第4条）
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補足説明資料2- 3 (第4条）
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補足説明資料2- 4 (第4条）
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補足説明資料 2-4 

補 2-4-1 
 

貯蔵区域しゃへい及びガラス固化体検査室しゃへい

の火災影響評価  

 

1. 概要  

廃棄物管理施設の貯蔵区域しゃへい及びガラス固化体検査

室しゃへい近傍において，火災によるコンクリート壁の温度

上昇による影響を評価し，遮蔽機能を損なわないことを確認

する。  

 

2. 想定火災の設定  

貯蔵区域しゃへい近傍に存在する可燃性物質からの火災は，

ガラス固化体取扱い中においても感知及び消火が可能であるこ

とから，単一火災を想定する。  

一方，ガラス固化体検査室はガラス固化体の取扱い時には入

域ができないことから，ガラス固化体検査室しゃへい近傍に存

在する可燃性物質からの火災においては，より厳しい結果とな

るようにガラス固化体検査室内に設置されている機械装置類に

内包される潤滑油及びグリスを含む全ての油脂類を潤滑油とし

たときの火災を想定する必要がある。  

したがって，貯蔵区域しゃへい近傍における火災は，ガラス

固化体検査室しゃへいに対する想定火災が厳しい条件となるガ

ラス固化体検査室近傍における火災に包含されるため，コンク

リート壁近傍でのガラス固化体検査室しゃへいに対する評価を

代表火災として評価する。  
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補足説明資料2- 5 (第4条）
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補足説明資料2-5

_CJ mr了l)

C mm) 

i - I

第1図 貯蔵建屋床面走行クレ ー ンのしゃへい容器評価モデル

補2-5-5

：  商 業 機 密 の 観 点 か ら 公 開 で き な い 箇 所
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六 ヶ 所 廃 棄 物 管 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第 10 条：核燃料物質の臨界防止 

添付資料４ 
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１章 基準適合性 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

廃棄物管理施設について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針と

の比較及び当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績により，事業許可基準

規則第１０条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。 

（第１表 事業許可基準規則第１０条と再処理施設安全審査指針 比較表） 
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第１表 事業許可基準規則第１０条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／４） 

事業許可基準規則 

第１０条（核燃料物質の臨界防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

第十条（核燃料物質の臨界防止） 

廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達す

るおそれがある場合には、臨界を防止するた

めに必要な措置を講じなければならない。 

指針 10 単一ユニットの臨界安全 

再処理施設において臨界管理を考える場合に対

象となる核燃料物質取り扱い上の 1 つの単位で

ある単一ユニットについては、技術的にみて想

定されるいかなる場合でも、形状寸法管理、濃

度管理、質量管理、同位体組成管理、中性子吸

収材管理等並びにこれらの組み合せにより臨界

を防止する対策が講じられていること。このた

め、 

１．核燃料物質を収納する機器の形状寸法、溶

液中の核燃料物質の濃度、核燃料物質の質

量、核燃料物質の同位体組成、中性子吸収

材の形状寸法、濃度、材質等について適切

な核的制限値が設けられていること。 

２．核的制限値を設定するに当たっては、取り

扱われる核燃料物質の物理的・化学的性状

並びに中性子の吸収効果、減速条件及び反

射条件に関し、それぞれの状態の変動を考

慮して、十分な安全裕度を見込むこと。 

３．系統及び機器の単一故障又は誤動作若しく

は運転員の単一誤操作を想定しても、臨界

にならない設計であること。 

変更無し 
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第１表 事業許可基準規則第１０条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／４） 

事業許可基準規則 

第１０条（核燃料物質の臨界防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

指針 11 複数ユニットの臨界安全 

再処理施設に単一ユニットが 2 つ以上存在する

場合には、技術的にみて想定されるいかなる場

合でも、単一ユニット相互間の適切な配置の維

持、単一ユニット相互間における中性子遮蔽材

の使用等並びにこれらの組合せにより臨界を防

止する対策が講じられていること。このため、 

１．単一ユニット相互間の中性子の吸収効果、

減速条件及び反射条件に関し、それぞれの

変動を考慮して、十分な安全裕度を見込ん

だ上で、単一ユニット相互間の配置、中性

子遮蔽材の配置、形状寸法等について適切

な核的制限値が設けられていること。 

２．複数ユニットの核的制限値の維持について

は、十分な構造強度をもつ構造材を使用す

る等適切な対策が講じられていること。 

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第１０条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／４） 

事業許可基準規則 

第１０条（核燃料物質の臨界防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

【規則の解釈】 

１ 第１０条に規定する「臨界を防止するため

に必要な措置」とは、取り扱う放射性廃棄

物に含まれる核燃料物質の量等によって臨

界のおそれがある場合は、次の対策が講じ

られているこという。 

一 廃棄物管理施設における単一ユニットは、

技術上想定されるいかなる場合でも臨界を

防止する対策が講じられていること。 

指針 10 単一ユニットの臨界安全 

再処理施設において臨界管理を考える場合に対

象となる核燃料物質取り扱い上の 1 つの単位で

ある単一ユニットについては、技術的にみて想

定されるいかなる場合でも、形状寸法管理、濃

度管理、質量管理、同位体組成管理、中性子吸

収材管理等並びにこれらの組み合せにより臨界

を防止する対策が講じられていること。このた

め、 

１．核燃料物質を収納する機器の形状寸法、溶

液中の核燃料物質の濃度、核燃料物質の質

量、核燃料物質の同位体組成、中性子吸収

材の形状寸法、濃度、材質等について適切

な核的制限値が設けられていること。 

２．核的制限値を設定するに当たっては、取り

扱われる核燃料物質の物理的・化学的性状

並びに中性子の吸収効果、減速条件及び反

射条件に関し、それぞれの状態の変動を考

慮して、十分な安全裕度を見込むこと。 

３．系統及び機器の単一故障又は誤動作若しく

は運転員の単一誤操作を想定しても、臨界

にならない設計であること。 

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第１０条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／４） 

事業許可基準規則 

第１０条（核燃料物質の臨界防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 廃棄物管理施設内に単一ユニットが二つ以

上存在する場合には、ユニット相互間の中

性子相互干渉を考慮し、技術上想定される

いかなる場合でも臨界を防止する対策が講

じられていること。 

指針 11 複数ユニットの臨界安全 

再処理施設に単一ユニットが 2 つ以上存在する

場合には、技術的にみて想定されるいかなる場

合でも、単一ユニット相互間の適切な配置の維

持、単一ユニット相互間における中性子遮蔽材

の使用等並びにこれらの組合せにより臨界を防

止する対策が講じられていること。このため、 

１．単一ユニット相互間の中性子の吸収効果、

減速条件及び反射条件に関し、それぞれの

変動を考慮して、十分な安全裕度を見込ん

だ上で、単一ユニット相互間の配置、中性

子遮蔽材の配置、形状寸法等について適切

な核的制限値が設けられていること。 

２．複数ユニットの核的制限値の維持について

は、十分な構造強度をもつ構造材を使用す

る等適切な対策が講じられていること。 

前記のとおり 
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新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第１４条：管理施設 

添付資料５ 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

廃棄物管理施設について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針と

の比較及び当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績により，事業許可基準

規則第 14 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。 

（第 1 表 事業許可基準規則第 1４条と再処理施設安全審査指針 比較表） 
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第1表 事業許可基準規則第14条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／２） 

事業許可基準規則 

第14条（管理施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

第十四条（管理施設） 

廃棄物管理施設には、次に掲げるところによ

り、放射性廃棄物を管理する施設を設けなけれ

ばならない。 

一 放射性廃棄物を管理するために必要な容

量を有するものとすること。 

二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、

適切な方法により当該放射性廃棄物を保

管するものとすること。 

三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱によって過熱するおそ

れがあるものは、冷却のための必要な措

置を講ずるものとすること。 

指針８．貯蔵等に対する考慮 

再処理施設における使用済燃料の貯蔵、製品

貯蔵、放射性廃棄物の保管廃棄等の放射性物質

の貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷却の機能を

有するとともに一般公衆の線量が十分に低くな

るように、適切な遮蔽等の機能を有する施設で

行う設計であること。 

変更無し 
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第1表 事業許可基準規則第14条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／２） 

事業許可基準規則 

第14条（管理施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

【規則の解釈】 

１ 第１号に規定する「管理するために必要な

容量を有するもの」とは、将来的に廃棄物

管理施設に受け入れる放射性廃棄物の量、

受け入れた放射性廃棄物の処理に伴い発生

する固体状の放射性廃棄物の量を考慮して

放射性廃棄物を貯蔵・管理できる能力があ

ることをいう。 

２ 第２号に規定する「適切な方法により当該

放射性廃棄物を保管」とは、放射性廃棄物

の過積載等により管理施設又は廃棄体の損

壊のおそれ等がない保管をいう。 

３ 第３号に規定する「冷却のための必要な措

置」とは、発熱性廃棄物の管理に当たり貯

蔵方法を考慮した上で、管理する放射性廃

棄物の閉じ込めの機能を維持できるよう崩

壊熱を除去できる措置のことをいう。 

指針８．貯蔵等に対する考慮 

再処理施設における使用済燃料の貯蔵、製品

貯蔵、放射性廃棄物の保管廃棄等の放射性物質

の貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷却の機能を

有するとともに一般公衆の線量が十分に低くな

るように、適切な遮蔽等の機能を有する施設で

行う設計であること。 

前記のとおり 

1-3
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六 ヶ 所 廃 棄 物 管 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第１５条：計測制御系統施設 

添付資料６ 
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目 次 

１章 基準適合性 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 
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１章 基準適合性 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

計測制御系統施設について，事業許可基準規則第 15 条と再処理施設安全

審査指針９及び指針 18 の比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認

可実績により，事業許可基準規則第 15 条において追加された又は明確化さ

れた要求事項を整理する。（第１表） 
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第１表 事業許可基準規則第15条と再処理施設安全審査指針９及び指針18 比較表（１／３） 

事業許可基準規則 

第15条（計測制御系統施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

廃棄物管理施設には，必要に応じて，放

射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める

機能その他の機能が確保されていることを

適切に監視することができる計測制御系統

施設を設けなければならない。 

（指針18） 

１．制御室等は，事故時にも従事者が接

近し又は留まり，事故対策操作が可能

であるように，不燃設計，換気設計，

遮蔽設計等がなされているとともに，

主要な警報系統を含む計測系統及び通

信系統が設けられていること。 

変更なし 

1
-
2
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第１表 事業許可基準規則第15条と再処理施設安全審査指針９及び指針18 比較表（２／３） 

事業許可基準規則 

第15条（計測制御系統施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

２ 廃棄物管理施設には，安全設計上想定さ

れる事故により当該廃棄物管理施設の安全性

を損なうおそれが生じたとき，次条第二号の

放射性物質の濃度若しくは線量が著しく上昇

したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物が著

しく漏えいするおそれが生じたときに，これ

らを確実に検知して速やかに警報する設備を

設けなければならない。 

（指針９） 

１．再処理施設の主要な箇所において

は，線量率，空気中の放射性物質濃度

等の測定を行える設計であること。 

（指針18） 

１．制御室等は，事故時にも従事者が接

近し又は留まり，事故対策操作が可能

であるように，不燃設計，換気設計，

遮蔽設計等がなされているとともに，

主要な警報系統を含む計測系統及び通

信系統が設けられていること。 

変更なし 

1
-
3
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第１表 事業許可基準規則第15条と再処理施設安全審査指針９及び指針18 比較表（３／３） 

事業許可基準規則 

第15条（計測制御系統施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

１ 第２項に規定する「検知して速やかに警

報する設備」とは，次の事項に関して警報

する設備をいう。 

一 放射性物質を収納する系統及び機器の

放射性物質の漏えい 

二 放射性物質による汚染の発生のおそれ

のある室の負圧 

三 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備

が設置される施設（液体状の放射性廃棄

物の漏えいが拡大するおそれがある部分

に限る。）の施設内部の床面及び壁面に

おける液体状の放射性廃棄物の漏えい 

四 その他廃棄物管理施設（放射線管理施

設を除く。）の安全機能の監視 

（指針９） 

１．再処理施設の主要な箇所において

は，線量率，空気中の放射性物質濃度

等の測定を行える設計であること。 

（指針18） 

１．制御室等は，事故時にも従事者が接

近し又は留まり，事故対策操作が可能

であるように，不燃設計，換気設計，

遮蔽設計等がなされているとともに，

主要な警報系統を含む計測系統及び通

信系統が設けられていること。 

変更なし 

1
-
4
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六 ヶ 所 廃 棄 物 管 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第１６条：放射線管理施設 

添付資料７ 
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１章 基準適合性 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 
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１章 基準適合性 
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1-1

１． 基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

放射線管理施設について，事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針の

比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業許可基

準規則第 16 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。

（第１表） 
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第１表 事業許可基準規則第16条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／４） 

事業許可基準規則 

第16条（放射線管理施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

事業所には、次に掲げる

ところにより、放射線管理

施設を設けなければならな

い。 

一 放射線から放射線業務

従事者を防護するため、

線量を監視し、及び管理

する設備を設けること。 

（解釈） 

１ 第１６条に規定する

「放射線管理施設」とは、

放射線被ばくを監視及び管

理するための施設であっ

て、放射線業務従事者の出

入管理、汚染管理及び除染

等を行う施設及び放射線業

務従事者等の個人被ばく管

理に必要な線量計等の機器

をいう。 

（指針６） 

１．作業環境における放射線被ばく管理 

(１) 放射線業務従事者の作業環境を監視，管理するため，線量

率，空気中の放射性物質濃度等の監視系統及び測定機器並

びに線量率の異常な上昇に対する警報系統を設けること。

(２) 上記監視系統及び警報系統からの主要な情報は，適切な場

所において集中して監視できる設計であること。

２．放射線業務従事者の個人被ばく管理 

放射線業務従事者の個人被ばく管理のため，適切な外部被

ばく管理機器及び内部被ばく管理機器を備えること。 

３．管理区域の区分 

再処理施設の管理区域は，線量率，空気中の放射性物質濃

度及び表面汚染密度の程度に応じて適切に区分し，適切な

出入管理等を行える設計であること。 

（指針９） 

１．再処理施設の主要な箇所においては，線量率，空気中の放

射性物質濃度等の測定を行える設計であること。 

４．上記１，２及び３に述べた施設内及び環境における放射線

監視については，事故時においても線量率，放射性物質濃

度等に関する情報を得られるような設計であること。 

変更なし 
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第１表 事業許可基準規則第16条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／４） 

事業許可基準規則 

第16条（放射線管理施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 事業所及びその境界付近に

おける放射性物質の濃度及び

線量を監視し、及び測定する

設備を設けること。 

（解釈） 

２ 第２号に規定する「事業所

及びその境界付近における放射

性物質の濃度及び線量を監視

し、及び測定する」とは、次の

ことをいう。 

一 平常時においては、廃棄物

管理施設の周辺監視区域周辺

において、事故時には放射線

源、放出点、廃棄物管理施設

周辺、予想される放射性物質

の放出経路等において放射線

量並びに放射性物質の濃度及

び量を監視及び測定するこ

と。 

二 平常時において環境に放出

される気体、液体廃棄物の監 

（指針9） 
２．再処理施設から放出される放射性気体廃棄物及び放射性

液体廃棄物については，その放出状況，放射性物質の物

理的あるいは化学的性状，放出管理の方法等を勘案し，

適切な測定対象核種，測定下限濃度及び計測頻度を定

め，適切な試料採取方法及び計測方法により，施設から

環境に放出される放射性物質の濃度及び量の測定又は算

出が可能な設計であること。

３．環境における線量率，放射性物質濃度等を監視するた

め，適切な環境放射線モニタリングが実施できる設計で

あること。

４．上記１，２及び３に述べた施設内及び環境における放射

線監視については，事故時においても線量率，放射性物

質濃度等に関する情報を得られるような設計であるこ

と。

（解説）

１．具体的な環境放射線モニタリング計画の策定については，

「環境放射線モニタリングに関する指針」を参考とする

こと。

２．環境放射線モニタリングの具体的な目標は，次のとおり

とする。

(１) 一般公衆の線量を推定・評価すること。

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第16条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／４） 

 

事業許可基準規則 
第16条（放射線管理施設） 

再処理施設安全審査指針 備 考 

視及び測定については、「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性

物質の測定に関する指針」（昭和５

３年９月２９日原子力委員会決定）

を参考とすること。 
三 事故時における監視及び測定につ

いては、「発電用軽水型原子炉施設

における事故時の放射線計測に関す

る審査指針」（昭和５６年７月２３

日原子力安全委員会決定）を参考と

すること。 

(２) 環境における放射性物質の蓄積傾向を把握するこ

と。 

(３) 予期しない放射性物質の放出による周辺環境への

影響の判断に資すること。 

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第16条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／４） 

事業許可基準規則

第16条（放射線管理施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考

三 放射線から公衆及び放射線業務従

事者を防護するため、必要な情報を

適切な場所に表示する設備を設ける

こと。

（解釈）

３ 第３号に規定する「必要な情報を

適切な場所に表示する」とは、次のこ

とをいう。

一 管理区域における放射線量・空気

中の放射性物質の濃度及び床面等の

放射性物質の表面密度を放射線業務

従事者が安全に認識できる場所に表

示できること。

二 監視及び測定される放射線量並び

に放射性物質の濃度及び量又はそれ

らを換算して得られる被ばく線量を

従業者が安全に認識できる場所に表

示できること。

（指針６）

１．作業環境における放射線被ばく管理

（１） 放射線業務従事者の作業環境を監視，管理する

ため，線量率，空気中の放射性物質濃度等の監

視系統及び測定機器並びに線量率の異常な上昇

に対する警報系統を設けること。

（２） 上記監視系統及び警報系統からの主要な情報

は，適切な場所において集中して監視できる設

計であること。

２．放射線業務従事者の個人被ばく管理

放射線業務従事者の個人被ばく管理のため，適切

な外部被ばく管理機器及び内部被ばく管理機器を

備えること。

３．管理区域の区分

再処理施設の管理区域は，線量率，空気中の放射

性物質濃度及び表面汚染密度の程度に応じて適切

に区分し，適切な出入管理等を行える設計である

こと。

前記のとおり
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六 ヶ 所 廃 棄 物 管 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第１７条：廃棄施設 

添付資料８ 
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１章 基準適合性 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 
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１章 基準適合性 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

廃棄物管理施設について、事業許可基準規則と再処理施設安全審査指針と 

の比較及び当該指針を踏まえたこれまでの既許可実績により、事業許可基準 

規則第 17 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。 

（第１表 事業許可基準規則第 17 条と再処理施設安全審査指針 比較表） 
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第１表 事業許可基準規則第17条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／５） 

事業許可基準規則 

第17条（廃棄施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

第十七条 廃棄物管理施設には、周辺監視区

域の外の空気中及び周辺監視区域の境界におけ

る水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる

よう、必要に応じて、当該廃棄物管理施設にお

いて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有

する廃棄施設（放射性廃棄物を保管廃棄する施

設を除く。）を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、十分な容量を有す

る放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなけ

ればならない。 

（解釈） 

１ 放射性廃棄物の処理及び管理にあたって

は、処理施設及び管理施設との共用を妨げるも

のではない。 

（指針７）放射性廃棄物の放出管理 

１．放射性気体廃棄物の放出管理 

(１) 再処理施設で発生する放射性気体廃棄物

については、周辺環境に放出される排気中の放

射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限

り低くするために、必要に応じて洗浄、ろ過等

の適切な処理を行える設計であること。

２．放射性液体廃棄物の放出管理

(２) 放出される放射性液体廃棄物は、十分な

拡散効果を有する放出口から放出管理が行える

排水設備を通じて放出される設計であること。

（指針８）貯蔵等に対する考慮

再処理施設における使用済燃料の貯蔵、製品貯

蔵、放射性廃棄物の保管廃棄等の放射性物質の

貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷却の機能を有

するとともに一般公衆の線量が十分に低くなる

ように、適切な遮蔽等の機能を有する施設で行

う設計であること。

変更なし 
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第１表 事業許可基準規則第17条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／５） 

事業許可基準規則 

第17条（廃棄施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

２ 第１項に規定する「放射性物質の濃度を十

分に低減できるよう、必要に応じて、当該廃棄

物管理施設において発生する放射性廃棄物を処

理する能力」とは、放射性液体廃棄物及び固体

状の放射性廃棄物のほか、スラッジ等の固体が

混入している液体状の放射性廃棄物を分離・収

集し、廃液の性状により、ろ過、蒸発処理、イ

オン交換、貯留、減衰、希釈等を行う能力を含

む。

３ 第１項に規定する「放射性物質の濃度を十

分に低減できるよう、必要に応じて、当該廃棄

物管理施設において発生する放射性廃棄物を処

理する能力を有する」とは、以下の設計をい

う。

一 廃棄物管理施設で発生する放射性気体廃棄

物及び放射性液体廃棄物を環境に放出する場合

には、放出される排気中及び排水中の放射性物

質の濃度及び量について、法令に定める限度を

超えないことはもとより、ALARA の考え方

（指針７）放射性廃棄物の放出管理 

２．放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 再処理施設で発生する放射性液体廃棄物

については、海洋に放出される排水中の放射性

物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低

くするために、必要に応じてろ過、蒸発、イオ

ン交換、凝集沈殿等の適切な処理が行える設計

であること。

（指針７）放射性廃棄物の放出管理 

１．放射性気体廃棄物の放出管理 

(１) 再処理施設で発生する放射性気体廃棄物

については、周辺環境に放出される排気中の放

射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限

り低くするために、必要に応じて洗浄、ろ過等

の適切な処理を行える設計であること。

(２) 放出される放射性気体廃棄物は、十分な

拡散効果を有する排気筒から放出管理が行える

排気系統を通じて放出される設計であること。

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第17条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／５） 

事業許可基準規則 

第17条（廃棄施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

の下、当該施設として、「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和５ 

０年５月１３日原子力委員会決定）において定

める線量目標値（５０マイクロシーベルト／年

以下）が達成できるよう、処理が行える設計で

あること。）。 

二 平常時における廃棄物管理施設からの環境

への放射性物質の放出等に伴う公衆の受ける線

量が、第２条第１項の直接線及びスカイシャイ

ン線により公衆の受ける線量を含めて法令に定

める線量限度を超えないことはもとより、

ALARA の考え方の下、合理的に達成できる限り

十分に低いものであること（「発電用軽水型

原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量

評価について」（平成元年３月２７日原子力安

全委員会了承）を参考に、実効線量で５０マイ

クロシーベルト／年以下を達成できるこ

と。）。

２．放射性液体廃棄物の放出管理 

(２) 放出される放射性液体廃棄物は、十分な

拡散効果を有する放出口から放出管理が行える

排水設備を通じて放出される設計であること。

指針８．貯蔵等に対する考慮

再処理施設における使用済燃料の貯蔵、製品貯

蔵、放射性廃棄物の保管廃棄等の放射性物質の

貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷却の機能を有

するとともに一般公衆の線量が十分に低くなる

ように、適切な遮蔽等の機能を有する施設で行

う設計であること。

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第17条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／５） 

事業許可基準規則 

第17条（廃棄施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

三 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、廃棄

物管理施設から発生する放射性廃棄物による汚

染の拡大防止を考慮して設計されていること。 

４ 第１７条第２項に規定する「十分な容量」

とは、将来的に廃棄物管理施設から発生する放

射性廃棄物の発生量及び搬出量を考慮したもの

であること。 

５ 放射性液体廃棄物を扱う施設を設けるとき

は、「放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に

当たり考慮すべき事項ないしは基本的考え方」

（昭和５６年９月２８日原子力安全委員会決

定）を参考とすること。 

（指針８）貯蔵等に対する考慮 

再処理施設における使用済燃料の貯蔵、製品貯

蔵、放射性廃棄物の保管廃棄等の放射性物質の

貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷却の機能を有

するとともに一般公衆の線量が十分に低くなる

ように、適切な遮蔽等の機能を有する施設で行

う設計であること。 

（指針７）放射性廃棄物の放出管理 

２．放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 再処理施設で発生する放射性液体廃棄物

については、海洋に放出される排水中の放射性

物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低

くするために、必要に応じてろ過、蒸発、イオ

ン交換、凝集沈殿等の適切な処理が行える設計

であること。

前記のとおり 
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第１表 事業許可基準規則第17条と再処理施設安全審査指針 比較表（５／５） 

事業許可基準規則 

第17条（廃棄施設） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

６ 第１７条第２項に規定する「放射性廃棄物

を保管廃棄する施設」とは、管理規則第２条第

１項第２号トに規定する廃気槽、廃液槽及び保

管廃棄施設をいう。 

（指針８）貯蔵等に対する考慮 

再処理施設における使用済燃料の貯蔵、製品貯

蔵、放射性廃棄物の保管廃棄等の放射性物質の

貯蔵等は、適切な貯蔵容量及び冷却の機能を有

するとともに一般公衆の線量が十分に低くなる

ように、適切な遮蔽等の機能を有する施設で行

う設計であること。 

前記のとおり 
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